
別紙３中、１．（１）①イ（ロ）イ）Ａのうち、 

「令和６年３月３１日まで」を「令和１６年３月３１日まで」に改める。 

 

別紙３中、１．（２）②のうち、 

「令和６年３月３１日まで」を「令和７年３月３１日まで」に改める。 

 

別紙３中、１．（２）⑮イを削る。 

 

別紙３中、１．（２）⑮のうち「ロ 令和５年３月２７日以降」を削る。 

 

別紙３中、１．（２）⑮のうち、 

「（イ）」を「イ」に、「（ロ）」を「ロ」に、「イ）」を「（イ）」に、「ロ）」を「（ロ）」に、「手帳に」を「身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付されている身体障害

者手帳又は療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通

知「療育手帳制度について」別紙）の定めるところにより交付を受けている療育手帳（以下「手

帳」という。）に」に、「手帳の交付を受けている者のうち、重度障害者」を「手帳の交付を受け

ている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省

令第１５号）別表第５号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について（昭和４８年

９月２７日児発第７２５号厚生省児童家庭局長通知）」の第三に定める障害の程度に基づき中

日本高速道路株式会社が別に定める者（以下「重度障害者」という。）」に改める。 

 

別紙３中、１．（２）⑰イのうち、 

  「１００キロメートルを超える場合に限る」を「８０キロメートルを超える場合に限る」に改める。 

 

別紙３中、１．（２）⑰ハのうち、 

「令和５年４月１日から同年１１月２６日まで」を「令和６年４月６日から同年１１月３０日まで」

に改める。 

 

別紙３中、２のうち、 

「令和４５年７月９日」を「令和５４年３月２２日」に改める。 


